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表 次期戦略策定に向けた対応の方向 

 

課題 次期戦略策定に向けた対応の方向性 

＜既存の制度や法律がボトルネックとなりＩＴ導入効果が現れていない＞ 
・ＩＴの導入に際しては、既存業務のＢＰＲを行うことが必要であり、既存の制度や法律、さらに

は慣習など、ボトルネックとなっている課題へ踏み込んだ対応が必要。 

・特に行政職員にとって必ずしも BPR を行うことが明確に業務として位置づけられておらず、 

BPR を行うインセンティブが働かないこと、BPR によりコスト削減や業務効率化を行っても組

織や職員が評価されないことなどが要因として考えられる。 

＜ケーススタディ等を通じたボトルネックの洗い出し・対応＞ 
・業務改革を進めるには具体的な課題を「見える化」し、関係者間で課題を共有し対応を考えていくことが必

要。 

・総論で議論するのではなく、個別具体的なケーススタディを通じた課題の深掘と対応を積み重ね、その成果

を横展開し着実に実行に移していくことが必要。 

 

①ＩＴ導入以前の非ＩＴ面での対応 

＜ＩＴ戦略本部の限界＞ 
・ＩＴ新改革戦略は、ＩＴの持つ「構造改革力」により、既存の制度や仕組みが見直されること

が期待されているものの、例えば医療改革や行政改革など、制度そのもののあり方にまで

踏み込んだ検討を行うにはＩＴ戦略本部だけでは難しい。 

・現状では IT による構造改革が迅速に進んでいるとは言い難い。 

＜行革推進本部など政府内の連携強化＞ 
・行政改革、医療制度改革、教育改革などの制度改革は、IT の持つ構造改革力だけでは実現しない。ＩＴ戦略

本部は行政 BPR の観点から行政改革推進本部等との連携を強化するなど、政府を挙げて改革に取り組む

べき。 
 

＜法律による強制力の確保＞ 
・非ＩＴ面を含めてブレイクスルーするためには、IT 戦略本部の指導力の強化や、電子行政の推進を担保する

ための法整備が必要。 

＜国民・利用者ニーズを踏まえた戦略策定、評価指標設定がなされていない＞ 
・ＩＴ戦略で掲げられた目標と各府省の施策との対応関係が必ずしも明確でない（個々の施策

を実施した結果、全体としてどのような成果が得られたのか評価できない）。 

・評価指標が、施策のアウトプットに関する指標が多く、施策がもたらす便益など、国民の目

線での指標が設定されていないものが多い。 

＜戦略全体の体系化、見える化＞ 
・戦略策定段階では、戦略全体を体系化、見える化し、過不足や相互の関係などを事前確認すべき。 
 

＜評価指標による客観的な国民視点での成果の把握と対応＞ 
・戦略が目指している目標について、国民が成果を実感できる適正な評価指標と年度ごとの目標値を設定し、

毎年、達成状況を測定・評価すべき。 

・予定通りの成果が出ていない場合は、施策の見直し、強化など、思い切った対策を講じるべき。 

評価指標はその判断根拠として用いるべき。 

②国民・利用者視点の更なる徹底 

＜施策立案にあたっての国民・利用者視点での検討が不十分＞ 
・施策そのものについても、個別の制度や法律毎に定められていることが多く、ワンストップ

化など、バックオフィス連携による申請･届出の省略など、国民視点での利便性向上が十分

考慮されていない。 

＜国民視点での点検の早期実施＞ 
・行政視点で作られている既存の各種制度設計（手続き方法や書類の様式など）について、国民視点で生じ

ている問題点についての点検を行い、国民の利便性向上のために必要な方策（法制度の見直しや BPR を含

む）を早急に検討し実行に移すべき。 

＜ＩＴ戦略を推進する上での横断的・統括的なマネジメントが行なわれていない＞ 
・進捗管理や責任の所在が全て重点計画の施策レベルに留まっており、上位の目標レベル

での成果評価や横断的・統括的なマネジメントが行われていない。 

・目標レベルで、施策の過不足を判断し対応するのはＩＴ戦略本部であり、実務的には内閣官

房であるが、内閣官房は全体の調整が主となっており、施策の実施主体ではないこと、ある

いは予算権限を持っていないことから、戦略を推進するための積極的なマネジメントが行え

ていない。 

＜国の推進体制の強化と適正な PDCA サイクルの実施＞ 
・国においては、「政府 CIO」（仮称）を設置し、各府省の IT 投資に関する予算を含めた、行政全体の情報活用

の最適化に向けた指導・勧告権限を付与するなどして、トップダウンで強力に推進すべき。 

・「政府 CIO」（仮称）をサポートする組織として、内閣官房 IT 担当室や、評価専門調査会の体制、権限強化を

図るなど、「政府 CIO」（仮称）が業務を推進するために必要な体制を構築すべき。 

・複数の施策を実施した結果得られる目標レベルの成果達成や、府省をまたぐ施策群に対し、より短い期間

で迅速かつ着実に PDCA サイクルをまわすべき。その役割を「政府 CIO」（仮称）が担い、各府省に対する強

力なリーダーシップを発揮すべき。 

・「政府 CIO」（仮称）の設置にあたっては、技術、業務、法律など必要な専門知識を有するメンバーによるサポ

ート体制を構築すべき。 

③全体統括機能の強化 

＜国と自治体との連携が不十分＞ 
・国民が接する行政サービスの多くは、国よりも自治体により提供されているが自治体の電

子行政サービスは、費用面、人材面、法制度面などの要因により進展しておらず、また自治

体間格差も発生。 

・個々の自治体の自主性は重要だが、法改正を伴う BPR や自治体間の標準化など、財政面

も含め、個々の自治体では取り組むことが容易ではない課題も多く、電子行政サービス化

が進まない一因となっている。 

＜電子自治体推進体制の構築＞ 
・自治体と国が相互に連携・協力して、全国の自治体の電子化を強力に推進する体制を構築すべき。 

・利用者目線に立った電子行政サービスを実現するため、例えば、まずは特定地域において、必要な BPR や

法改正も含めて試行的に実施するなど、現場の実態やニーズに即して推進すべき。 
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（３）ＩＴ戦略本部への提言 

・以上を踏まえ、評価専門調査会としては、IT 戦略を推進する上で以下の点については

根本的な課題であると認識しており、次期戦略の策定にあたっては確実に対応が検討さ

れるよう強く要望したい。 

【提言】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①行政のＢＰＲへの取り組みの強化 

・国民が IT の利便性を実感できるようにするためには、IT 化に取り組む前に、非 IT 分

野を含めた BPR を組織の枠にとらわれず継続的に取り組むことが必須であり、具体的な

モデルケースなどをきっかけとした行政職員の改善・改革意識の喚起と、それを支えて

いくための仕組みづくりが特に重要。 
・今回、特別テーマ評価検討委員会で行った「結婚・妊娠・出産・育児」をケーススタデ

ィとした評価の結果、データ連携など、IT の活用により行政手続きの省略・簡素化や、

きめ細かな情報提供など、国民の利便性向上や不安の解消に、IT が貢献できる余地が大

きいことが明らかになった。 
・特に重点的に評価を行った「児童手当の現況届」については、非 IT 分野にまで踏み込

んだ結果、既存の法律や制度など内在する課題を浮き彫りにすることが出来た。 
・厚生労働省は、同手続きの省略に向けた検討に着手するとしており、IT の構造改革力を

活かした国民の利便性屋上と行政の BPR を進めていく上での大きな一歩として、同省の

対応を高く評価したい。 
・以上を踏まえ、「児童手当の現況届の省略」の実現に向けた、厚生労働省による着実な取り組

みの実施に期待するとともに、これを突破口として、他の手続きの省略・簡略化の実現につなげ

るよう、関係府省の取り組みをお願いしたい。 

 

②国民視点での成果指標の設定 

・現戦略を国民視点で評価するため、戦略に掲げられた目標と府省の施策との関係を明確

化し進捗状況を評価。その結果、新たな課題が浮き彫りになると共に、成果を評価する

ための新たな指標が必要であることがわかった。 
・次期戦略においては、策定段階から、目標と施策とのつながりが分かるように見える化すること

によって、国民にとってどのようなメリットがあるのかを、より具体的に示して取り組んでいただき

たい。 

 

③自治体を含むＩＴ政策の推進体制の強化 

・わが国の IT 政策を強力に推進していくための司令塔として、必要な予算、権限、体制

を有する「政府 CIO」（仮称）を設置していただきたい。 

・一方、国民に身近な行政サービスの多くを提供しているのは自治体であり、電子自治体

推進に向けて財政面を含めた課題を解消すると共に、自治体と国が相互に連携・協力

する体制を構築していただきたい。 
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【具体的に実施すべき事項】 

①行政のＢＰＲへの取り組みの強化 

＜「結婚・妊娠・出産・育児」等の行政手続きの省略・簡素化の検討＞ 

・厚生労働省により、先行モデルケースとして「児童手当手現況届の省略」が着実に実

施されることに期待する一方、児童手当に関する今回の検討プロセス等もふまえつ

つ、内閣官房及び関係府省は早急に、関連手続き等の省略・簡素化の検討を進め、2009
年度末までに、今後の政府内でのデータ連携の動きを念頭に置いた上での、手続きの

省略・簡素化に向けた工程表を作成・公開していただきたい。 
 

②国民視点での成果指標の設定 

＜次期戦略の体系化、見える化と国民実感指標の設定・評価＞ 

・IT 戦略本部は、現在、「IT 戦略の今後の在り方に関する専門調査会」で検討中の新

たな中長期戦略（2009 年 6 月までに策定予定）において、戦略策定初期段階から体

系化、見える化を行い、戦略全体の構造などを常にチェックしながら検討を進めると

ともに、決定した戦略を国民にわかりやすく示していただきたい。 
・加えて、戦略策定段階で、国民が成果を実感できるよう、施策の上位レベルで成果の

達成状況を評価する指標を設定し、現状値を計測の上、毎年の達成目標値を設定して

いただきたい。また、以後毎年、達成状況を測定し、評価専門調査会などが戦略全体

の進捗・達成状況を把握・評価できるようにしていただきたい。 
・IT 戦略本部は、評価専門調査会などからの報告を踏まえ、予定通りに進捗していな

かったり、成果が得られていない場合には、速やかに必要な対策を講じていただきた

い。 
 

③自治体を含むＩＴ政策の推進体制の強化 

＜政府ＣＩＯ（仮称）の設置＞ 

・IT 戦略本部は、2009 年 6 月までに策定予定の新たな中長期戦略を推進するにあたっ

ては、国の IT 政策の司令塔としての政府 CIO（仮称）を設置し、必要な予算、権限、

体制を確保するなど、体制の強化を図っていただきたい。 
＜電子自治体推進体制の強化＞ 

・国民や利用者視点に立った行政サービスを提供するためには、国や自治体がそれぞれ

の立場でどのような役割を果たし、どのように連携していくかについて、あるべき姿

を目指して取り組んでいただきたい 
・IT 戦略本部は、自治体の意向（例えば、全国知事会や全国市長会、全国町村会など）

を踏まえ、電子自治体の推進体制を構築していただきたい。 

 


